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(1) ① ※下記４参照

②

※①②とも、住民票や証明書等は発行日より６か月以内のもの

(2) ＊

(3) 「貸付自粛制度について」をクリック

(4) 「貸付自粛制度Ｗｅｂ申告手続」(黄色のボタンクリック)

(5) 承諾条項を読み、完了したら、

１～３の番号の前にある☑をクリックしてください。

(6)

親権者の場合は続柄確認の書類(戸籍事項証明書・住民票等　１点)

後見人等の資格確認の書類(後見登記事項証明書、審判証の写し等　１点）

準備書類（重要） 本人確認書類　２点(公的な身分証明書）

ネット検索

※チェックボックスのチェックが抜けていると

　ボタンが緑になりませんので注意してください

２．貸付自粛は誰ができますか？

３．本人申告の手続のご案内　【重要】

貸付自粛－本人以外申告（Ｗｅｂ申告用）

これを使えば　借り過ぎは　解決できる
～生活再建支援サービス～

１．貸付自粛はどんな制度？

生活に支障が生じる借金をおこなわないようサポートする目的で、自分の意思で、金融機関や貸金業者からの新規借入を

止めるため「自粛登録」する手続きです。信用情報に「貸付自粛」登録されると、原則新しい借入ができなくなります。

申告者本人が未成年者(１７歳以下)の場合、親権者が申告手続をできます。

申告者本人が成年の場合、後見人等が申告者本人に代わって申告手続をできます。

※補助人については、審判で借財等に関する同意権が付与されている必要があります。

撤回は、原則申告手続者である法定代理人からのみとなります。（※未成年者は成人すると自分で撤回可能です。）

　一定期間経過すれば、自分の意思で撤回もできるので金銭管理のサポートに役立ててください。

（※「クレジット契約」は、原則自粛制度の対象外ですが影響が出る場合があります。予めカード会社に影響の有無について確認してください。）

「日本貸金業協会」で検索　(検索結果）

承諾条項のチェックボックス入力後

下部の「同意して入力画面へ」(緑のボタン)をクリック



(7) 個人情報の入力画面

「＊」(赤のアスタリスク）のある部分は、必ず入力して下さい。

　※「＊」の項目が未入力だと、最後に送信ボタンを押せません

（本人以外を選択）

（姓名・姓名カナ）

→ 郵便番号を入れると、都道府県名が自動入力されます

→ 郵便番号と連動して住所が自動入力されます

※ 番地を追加して入力して下さい

※ 本人確認書類の記載と一致させてください。

→ 自動入力されます　（番地等の追加入力は不要です）

→

★ 「申告理由」は、どんな事情で自粛制度を利用されて

いるかを把握する目的でお聞きしております。

★ 申告理由等についてお聞きした情報は、多重債務対策、ギャンブル等依存症対策や、

貸付自粛制度の運用・改善並びに統計・調査等に利用させていただきます。

申告者名の氏名

申告者　

（登録または撤回を選択）

性別

郵便番号

本人　住所(市区町村番地）

本人　住所（カナ）

申告種別

携帯番号など日中連絡が取れる電話番号を記載して下さい

本人　生年月日

        (以下略）

申告に至った理由

（ギャンブルの場合） （ギャンブル以外の場合）

　以下、４～８の質問にも

　回答をお願いします。

以下、３～５の質問にも

回答をお願いします。

       (参考画像)

（必須項目－本人情報共通部分）

本人　電話番号１



「＊」(赤のアスタリスク）のある部分は、必ず入力して下さい。

　※「＊」の項目が未入力だと、最後に送信ボタンを押せません

(配偶者・親族等・弁護士等）

（姓名・姓名カナ）

→ 郵便番号を入れると、都道府県名が自動入力されます

→ 郵便番号と連動して住所が自動入力されます

※ 番地を追加して入力して下さい

※ 本人確認書類の記載と一致させてください。

→ 自動入力されます　（番地等の追加入力は不要です）

→

→

(1)

(2)

(3)

★

手続者　住所(市区町村番地）

携帯番号など日中連絡が取れる電話番号を記載して下さい

手続者名の氏名

性別

郵便番号

住民票・後見登記事項証明書等が複数ページにわたる場合全ページ撮影して下さい。（発行日・発行者部分含む）

《本人確認書類・続柄証明書　撮影例①》

《本人確認書類・続柄証明書　撮影例②》

本人確認書類は、「本人以外　確認書類」と「予備確認書類」で、写真を２画像撮影して下さい。

続柄証明書は、「申告者との続柄の証明書」で写真１画像撮影して下さい(複数ページも含めて)

写真の撮り方は、右の撮影例を参考にしてください。

手続者　生年月日

手続者と本人との続柄

本人確認書類の撮影

《スマホ画面》

本人以外申告者の入力
(法定代理人）

手続者　勤務先 （勤務先名・カナ名・勤務先電話番号）

（以下略）

《必須項目－本人以外(手続者)情報共通部分》

手続者　住所（カナ）

手続者　電話番号１
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★

★ 問い合わせ先

(1) ★

※

(2) ＊

★

(3) ＊ 本人確認後、自粛登録の入力処理（協会内処理）

(4) ＊

※

※

＊

＊

＊

＊

〔確認と注意のお願い〕

「受理」「不受理」いずれの連絡もメールで連絡します（Ｗｅｂ申告では郵送物はありません）。

「受理メール」は、受理日を確認する重要な書類ですので必ず保管してください。

本 人 確 認 の 電 話 原則、申告者の携帯電話に連絡します。(申告者のプライバシー保護のため）

不備のあった申告については不受理メールが届きます。

本人確認の連絡が取れないと「不受理」になりますので、

注意してください。

本人確認が完了した場合、当日又は翌日の夕方に「受理メール」が届きます。

Ｗｅｂ申告について、ご不明の点や確認されたい点がありましたら、相談センターまで

ご連絡ください。

電　話 ０３－５７３９－３８６１

申告データを受領後の流れ

協会で受信後、まず申告データや本人確認書類等について不備がないか

確認し、受付処理を行います。

不備がある場合、本人確認は行わず「不受理メール」が届きますので、

再申告してください。

貸付自粛情報の登録期間は、登録日から５年間以内となります。

登録日から３か月を過ぎると撤回申告もできます。

申告データが着信

本 人 確 認 完 了

受理メールを送信

不備があり受理できないときは、「不受理メール」届きますので再申告してください

「不受理メール」には不受理理由を記載しますので、確認してください。

メールアドレスは必ず記載して下さい。

申告書をすべて入力し最後に送信ボタンを押すと

直後に「受付メール」が届きます。これが届かないときは

メールアドレスの記載が誤っている可能性があります。

住所は本人確認書類の記載と一致させてください。

本人確認書類に不備があると不受理になります。

用いて処理を行ない「受理メール」が届きます。

公的身分証明書が必要です。(下記４参照)

万一、記載ミスした申告を行い送信した場合、再度

入力を行い、送信してください。ミスのない申告を

本人確認書類は、氏名・生年月日・住所の記載がある

確認と送信

《確認事項》

「受付メール」が届かない場合、「受理・不受理メール」も

届きませんので、注意してください。

メールアドレスの記載



◆

※ 各書類に、「氏名」・「生年月日」・「住所」の３点記載のあるもの

＊ 運転免許証 ※ 変更事項があるときは裏面の写しも必要

(運転経歴証明書含む) 有効期限内のもの

＊ 健康保険証 ※ 社保の保険証は裏面に申告者の住所を手書き記載必要

(国民健康保険、社会保険等の保険証） ※ 国民健康保険証の場合は、有効期限内のもの

＊ マイナンバーカード ※ 裏面不要(個人番号の記載があるため)

(住民基本台帳カード含む)

＊ 障害者手帳 ※ 有効期限内のもの

（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳等）

＊ 旅券(パスポート) ※ 有効期限内のもの

＊ 在留カード・特別永住者証明書 ※ 有効期限内のもの

＊ 住民票（原本から撮影） ※ 申告者のみの抄本可

※ 発行日から６か月以内のもの

※ 本籍地、個人番号の記載は不要

★

４．本人確認書類とは（概要）　　【重要】

以下の書類の中うち、２点について表裏の写真を撮り添付してください。

以上のほか、官公庁から発行・発給された書類で本人確認に用いることが可能な書類

　◆学生証や講習受講証などは本人確認書類として用いることはできません。

　※有効期限のあるものは有効期限内のもの

　※住民票等は発行日から６か月以内のもの

（不明な点や詳細は、相談センターにお問い合わせください。　０３－５７３９－３８６１）

※申告手続者(法定代理人)の本人確認書類を用意してください。


